
大阪市阿倍野区とセレッソ大阪ヤンマーレディースとの連携協定書 

 

大阪市阿倍野区（以下「甲」という。）とセレッソ大阪ヤンマーレディースを運営する

株式会社セレッソ大阪（以下「乙」という。）とは、相互の連携強化を図ることで大阪市

阿倍野区内の地域活性化を推進するため、次のとおり連携協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、甲及び乙が包括的な連携のもと、相互に協力し、活力ある地域社会の

形成と発展に資することを目的とする。  

  

（連携協力事項） 

第２条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し協力する。  

（１）区民等を対象にしたスポーツ教室の開催 

（２）スポーツの普及、競技力の向上 

（３）トップアスリートやコーチの学校や地域等への派遣 

（４）「みる」スポーツの推進 

（５）その他、甲及び乙の施策事業との連携など、前条の目的を達成するために必要な事項 

  

（禁止事項） 

第３条 取組を行うにあたって、次の各号に該当してはならない。 

（１）法令又は公序良俗に反すること、又は反するおそれがあること  

（２）政治活動又は宗教活動を伴うもの  

  

（連携期間） 

第４条 本協定の有効期間は、協定締結日から１年間とする。ただし、本協定の満了日の１

ヶ月前までに、甲乙のいずれからも改廃の申し入れがない場合は、さらに１年間更新する

ものとし、その後も同様とする。  

  

（守秘義務） 

第５条 甲及び乙は、連携事項の検討・実施により知り得た秘密を漏らしてはならない。な

お、報道機関等の第三者へ連携協力事項に関する公表を行う際は、予め甲乙でその対応を

協議する。  

  

（協定の解除） 

第６条 本協定の実施にかかり、甲及び乙が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場

合、第４条の規定にかかわらず、協定を解除することができる。 

（１）政治的行為を行ったと認められる場合 



（２）法令又は公序良俗に反する活動を行った場合  

（３）暴力団員又は大阪市暴力団排除条例施行規則第３条各号に掲げる者に該当する場合 

（４）その他阿倍野区長が認める場合  

  

（協議） 

第７条 本協定に定めるもののほか、連携・協力の具体的事項及びその他必要な事項につい

ては、甲及び乙が協議して別に定める。  

  

本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲及び乙が署名のうえ、各々１通を保有

する。  

  

  

令和７年 11 月 19 日  

  

甲 大阪府大阪市阿倍野区文の里１丁目１番４０号 

 

大阪市阿倍野区長  

 

 

乙 大阪市東住吉区長居公園１番１号 

 

株式会社セレッソ大阪 

 

代表取締役会長   

 

 


